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令和４年２月１０日（木） 



第１１回 串本町農業委員会 定例会 会議録 

 

日  時  令和４年２月１０日（木）午後１時３０分～ 

場  所  串本町文化センター２階 Ａ会議室 

招 集 者  串本町農業委員会会長 西 謙讓 

 

議  事 

議案第７７号 農地法第２条の農地でない旨の証明願について 

議案第７８号 串本町農業経営基盤強化促進事業実施方針による 

       利用権の設定について 

議案第７９号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第８０号 農地法第３条の規定による許可申請について 

 

出席委員 

１番 尾鷲壽夫   ２番 小山喜行   ３番 坂本渡    ４番 芝崎憲年 

５番 柴田明夫   ６番 谷本昌平   ７番 角是明    ８番 中筋雄四郎 

  ９番 中村省一  １０番 西謙讓   １１番 東地寧司  １３番 増本昌弘 

 １４番 山下敏文  １５番 宇井良子  １６番 地當久男  １７番 杉本百生 

１９番 堤和之   ２０番 深美剛一  ２１番 山﨑啓司  ２２番 山田定男 

 

欠席委員 

   なし 

 

出席職員 

  事務局２名 濵地、岡内 

 

 

 

 

 

 

 

 



議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

増本委員 

（西会長 挨拶） 

 

 それでは、全員揃いましたので少し早いですけれども始めたいと思いま

す。 

 皆さん、こんにちは。本日もお忙しいところ、またお寒い中、そして天

候の悪い中、定例会にご出席をいただきまして誠にありがとうございます。

暦の上では立春も過ぎまして、春ということであります。一年を通して今

の時期が一番寒い時期かとこのように思います。それでも日差しのほうは

日ごとに強くなっていくように感じられる所であります。これからは、三

寒四温、これを繰り返しながら春に向かって行くのかなと思います。 

 それからコロナのほうですが、また我々の身近でも感染者が出て来まし

て、これについては確かな、正確な情報が得られないもので、噂の域を脱

しない訳ですけれども、○○の○○○であったり○○の○○○○の○○○

○であったり、○○○の○○○でも出たというような、これも内容的には

事実かどうか分かりませんけれども、段々と近い所で出ているのかなとい

う印象であります。我々においても気を付けるといっても方法が無いとい

うのが本当の所かと思うんですが、個人的にはなるべく人混みは避けるよ

うにして、どうしても集まりなんかに参加する時にはマスクを着用するよ

うにするなど、感染防止に努めていただきたいとこのように思います。 

 それでは、只今から令和３年度第１１回の串本町農業委員会定例会を開

催いたします。 

 本日は、全員出席していただいております。 

そして署名委員には、１番 尾鷲委員、２番 小山委員、お二方を指名い

たします。 

それから、本日の審議議案は４件でございます。どうかよろしくお願い

します。 

 それでは、議案審議の方に入りたいと思います。議案第７７号 農地法第

２条の農地でない旨の証明願についてを議題といたします。事務局、提案

趣旨説明をお願いいたします。 

 

（議案書に従い説明） 

 

はい、ありがとうございました。 

それでは、現地調査報告をよろしくお願いいたします。 

 

 はい、１３番 増本です。 



 

議長 

 

増本委員 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

小山委員 

 

議長 

 

 

議長 

 

芝崎委員 

 

議長 

 

芝崎委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 はい、１３番 増本委員。 

 

 （現地調査報告） 

 

 はい、ありがとうございました。 

それでは、ただ今の事務局からの提案趣旨説明並びに現地調査報告につ

きまして、質疑のある方ございませんか。 

 

 それではこの○○○○番、これについては現地調査の時にちょっと判断

に迷いました。これまでの経過で言うと、今までの他の案件と比べてみて

も農地として、畑としてすぐに耕せる状態なんじゃないかという事で意見

がでました。それで判断が難しいかと思いましたので、事務局から写真を

回しますのでご覧いただきたいと思います。 

 

 綺麗にしすぎていて判断に困りますね。 

 

 手入れがされていなければ非農地ということになったかも知れません

が、近所から言われたという事でね。現況のような形になっています。 

 

 はい、それでは見ていただけたかと思いますが、皆さんどうでしょうか。 

 

 はい。 

 

 はい、４番 芝崎委員。 

 

 今、皆さんに見ていただいた写真では、草を綺麗に刈っておりまして見

る限りではすぐに耕作できるような印象を受けるといった現地の状況なん

ですけれど、実は私の母親の実家がこの○○さんの右隣なんですが、この

○○さんは私よりか３つぐらい先輩でありまして、前は○○に勤めておっ

たんですが、ずっと○○のほうに住居を構えておりまして、○○のほうへ

は全然来ていないような状況で、亡くなってからこの○○さんですか、そ

こが相続する形になったんですが、○○○に住んでおりますんで○○へ来

て耕作するとかそういった事は全然しておりませんでした。２ページの地

図を見ていただいたら、これはもう端周りが住宅地なんですね。ほったら

かしで置いておく訳にもいきませんので、近所の方からそういう苦情も



 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

小山委員 

 

議長 

 

小山委員 
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中村委員 

 

議長 

 

多々あったようです。最初のうちは、自分で来て草を刈っていたようです

が、もう高齢ですから毎年人を雇ってそういう草刈りをしているような状

況なんですね。農業委員会では現況判断という事であればそれはそれで良

いですが、そういった事情を汲んでもらって、付近の人に迷惑をかけない

ように、写真で見ていただいたように草を刈っている状況であります。 

 

 はい、ありがとうございます。まあ、農業委員会としては現況判断とい

う事で一貫していかなければという所でですね、ただその情状と言います

か、色々な事情はあるとは思いますが、それを言い出したら判断について

一貫性が無くなってしまうと、このように思います。理不尽に感じる所も

あるかもしれませんが、これまでやってきた方法で筋を通すのが農業委員

会の本来の姿ではないかと思います。 

 

 ２番。 

 

 はい、２番 小山委員。 

 

 前にも草刈りをしてしまって、○○の所でもあったと思うけれど、もう

草刈りなんかで綺麗になっている土地を、それを農地ではないというのは

無理があると思います。利用できないのであれば荒れてしまうのを待つし

か仕方がないように思います。 

 

 確かに放っておいて、人に迷惑をかけて荒れ地にしてしまったら２条で

証明できる可能性はあるかもしれませんが、それでは正当な理由付けには

ならないように思います。そして、人に気を使って草刈りをして管理して

いれば非農地の証明はいつまで経っても出来ないという、そこの所での兼

ね合いというのもあると思います。しかし、農業委員会としては現状判断

という、それを曲げる訳には行かないと、このように思います。現地は、

先ほど回していただいた写真のような状況ですので、皆さんに判断してい

ただきたいと思います。 

 それでは、他にご意見はございませんか。 

 

 ９番 中村です。 

 

 はい、９番 中村委員。 

 



中村委員 
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中村委員 
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中村委員 
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柴田委員 

 

議長 

 

柴田委員 

 

 

 

議長 

 

柴田委員 

 

議長 

 

 これは、申請人の○○さんが畑を買ったのでは無いですね。 

 

 相続により取得されています。 

 

 この方は、農業をされていないという事でしたが相続はされたという事

ですね。 

 

 相続による農地取得については、農業者でなくても問題ありません。 

 

 農地として相続したのだから、現況を見てもこれは畑としてしか判断が

出来ないと思います。手入れの出来ていない、その山林化しているような

所は今までも農地でないという証明をしてきておりますんで、そういう格

好で行けばこの○○○○番はすぐに畑になりますよという事で、これはも

う畑で良いと思います。 

 

 はい。今の意見が正当なご意見かなと思います。 

 他に何かございませんか。 

 

 ご意見が無いようですのでお諮りしたいと思います。今のこの○○○○

番、これについて写真を見ていただいたうえで許可を出すという事につい

てどうでしょうか。ご意見がなければ採決を行いますが。 

 

 すいません。５番 柴田です。 

 

 はい、５番 柴田委員。 

 

 ○○○○番と○○○○番の○は同じような現状ですか。さっきの写真の

上側が○○○○番で下側が○○○○番の○ですかね。この２筆は同じ状況

ですか。 

 

 ○○○○番○は、庭のような状態になっているという事です。 

 

 ○○○○番は畑で、もう１つの方は庭という事ですね。分かりました。 

 

 それでは、この○○○○番については畑だという事でご異議ございませ

んか。 
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事務局 

 

議長 

 

 

増本委員 

 

議長 

 

増本委員 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 （異議なしの声） 

 

 はい、それでは議案としてはこの○○○○番を抜いてですね、その他に

ついては承認という事で、この７７号議案についてはそういった形で処理

していきたいと思います。 

 それではお諮りします。議案第７７号、○○○○○○番の○○○、この

１筆を除いて承認することについてご異議ございませんか。 

 

 （異議なしの声） 

 

 異議無しの声多数でございます。よって議案第７７号はこの○○○○番

を除いて承認されました。 

 続きまして、議案第７８号串本町農業経営基盤強化促進事業実施方針に

よる利用権の設定について（別紙資料添付）を議題といたします。事務局、

提案趣旨説明をお願いします。 

 

（議案書に従い説明） 

 

はい、ありがとうございました。 

それでは、現地調査報告をよろしくお願いいたします。 

 

 はい、１３番 増本です。 

 

 はい、１３番 増本委員。 

 

 （現地調査報告） 

 

 はい、ありがとうございました。 

それでは、ただ今の事務局からの提案趣旨説明並びに現地調査報告につ

きまして、質疑のある方ございませんか。 

 

 （なしの声） 

 

 はい、無いようですのでお諮りをいたします。 

 議案第７８号、原案通り承認することにご異議ございませんか。 



 

 

 

議長 

 

 

 

 

事務局 

 

議長 

 

 

増本委員 

 

議長 

 

増本委員 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

事務局 

 

 （異議無しの声） 

 

 異議無しの声多数でございます。よって議案第７８号は原案通り承認可

決されました。 

 続きまして、議案第７９号 農地法第３条の規定による許可申請について

を議題といたします。事務局、提案趣旨説明をお願いします。 

 

（議案書に従い説明） 

 

はい、ありがとうございました。 

それでは、現地調査報告をよろしくお願いいたします。 

 

 はい、１３番 増本です。 

 

 はい、１３番 増本委員。 

 

 （現地調査報告） 

 

はい、ありがとうございました。それではですね、ただ今の事務局から

の提案趣旨説明並びに現地調査報告につきまして、質疑のある方ございま

せんか。 

 

（なしの声） 

 

 はい、無いようですのでお諮りをいたします。 

 議案第７９号、原案通り承認することにご異議ございませんか。 

 

 （異議無しの声） 

 

 異議無しの声多数でございます。よって議案第７９号は原案通り承認可

決されました。 

 続きまして、議案第８０号農地法第３条の規定による許可申請について

を議題といたします。事務局、提案趣旨説明をお願いします。 

 

（議案書に従い説明） 
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はい、ありがとうございました。 

それでは、現地調査報告をよろしくお願いいたします。 

 

 はい、９番 中村です。 

 

 はい、９番 中村委員。 

 

 （現地調査報告） 

 

はい、ありがとうございました。それではですね、ただ今の事務局から

の提案趣旨説明並びに現地調査報告につきまして、質疑のある方ございま

せんか。 

 

（なしの声） 

 

 はい、無いようですのでお諮りをいたします。 

 議案第８０号、原案通り承認することにご異議ございませんか。 

 

 （異議無しの声） 

 

 異議無しの声多数でございます。よって議案第８０号は原案通り承認可

決されました。 

 以上で本日の議案審議のほうは全て終了しました。ご協力ありがとうご

ざいました。 

 それからコロナに関連してですが、以前に串本町内でコロナの感染者が

出た時には、出席するメンバーを半分ずつにして定例会を開催しました。

今回は全員出席していただいておりますが、今後よっぽどの事がない限り、

まあ非常事態宣言が出されるとか、役場の職員の半数ぐらいがかかったで

あるとか、そのような事がなければこのまま全員出席の形で行きたいと思

います。その判断の材料と言いますか、理由としましてはワクチンの接種

が進んでおります。２回目が終わりもう３回目を打たれた方もいるかと思

います。この接種を受けているとウイルスに感染する確率が、極端に減少

するという事でありますので、この全員出席という形で定例会を開催した

いと思います。特別な事が起こるようであれば、事務局から皆さんにお知

らせするようにいたしますので、よろしくお願いします。 



 それでは、これで本日の定例会を終了いたします。ありがとうございま

した。 

 

                  午後１時５２分 定例会終了 

 

 


